
（別添42-2)
2025 生 彗

I 様式2-1 | 
且旦

就労継続支援A型事業所におけるスコア表（全体）

事棠所名 ひまわりらんど 事業所番号 4010200824 

住 所 福岡市東区箱崎6-12-50 管理者名 牧本貴宏

電話番号 092-641-8484 対象年度 令和6年度

(I)労働時間
①1日の平均労働時間が7時間以上
②1日の平均労働時間が6時問以上7時間未満
③1日の平均労偽時開が5時間以上6時間未満 ゜

④1日の平均労慟時間が4時間30分以上5時間未満 65 
⑤1日の平均労慟時間が4時間以上4時間30分未満
⑥1日の平均労偽時間が3時間以上4時間未満
⑦1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満
⑧1日の平均労働時間が2時間未満 点

mgo点(2�80点(3)65点(4)55点(5)40点(6 30点(7)20点(8)5点

(ll)生産活動
①過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に
支払う賃金の総額以上

過去3年の生産；古劫収支のっち前年度及ひ前々年度の各年
における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支
う雷命の総額以上

動収支のうち前年度における生産活動収
用者に支払う賃金の総額以上

゜

60 
動収支のうち前々年度における生産活動
に利用者に支払う賃金の総額以上
動収支のうち前年

度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額未満
⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に
支払う賃金の総額未満

(m)多様な働き方（※）
①免註・査扱取径接定の営檎勧奨に閲工る制度

就業規則等で定めている I o

②租1!ll査ま器目と1ぶ滋庄租：る制度
就棠規則等で定めている I o 

③五主趾絃に係る送鋤含住及び服務規律
就業規則等で定めている I o

④フレ 922ス乞4ム盤Iに係ゑ滋僅条性
就業規則等で定めている I o

15 
⑤亙茜閻動器に係盃党働歪住

就業規則等で定めている I o 

⑤茜羞出勘制度に係る蛍働含i生
就業規則等で定めている I o 

②直給体暇の睦団星位取得区l甜社同的位生制度
就業規則等で定めている I o

⑧傷疸体暇登の靱得に関主る奎項
就業規則等で定めている I o

小計（注I) | 8 点
（注1) 5以上：15点、4~3 : 5点、 2点以下： 0点

(N) 支援力向上（※）
(f)研修計同に某づいt·-外部研修会又は内部研修会

参加した職員が1人以上参加している ゜

⑨研修学令等又は学令詰等において禁芸
1回以上の場合 ゜

③祖察·宰苦の宰旅又は浮 It入れ
いずれか 一方のみの取組を行っている ゜

＠賑路拡大の商祁令等への参加
1回以上の場合 ゜

⑤職目の人事評価制席
人霜評価結果に基づき定期に闘を判定する

゜
15 

制 を設け、全ての職員に周 ている
®ピアサポーターの配憎

ピアサポーターを職員として配置している

⑦第＝考評1illi
過去3年以内の福祉サービス第三者評価を
受審しており 、 結果を公表している。

®国際坦準化規格が宗めtゴ捐格等の認郡等

g 悶府県知事が適当と認める国雪□準化規格が定めた
その他これに準ずるものの を受けている

小計（注2) 5 点
(※) 8項目の合計点に応じた点数 （注2) 5以上；15点、 4~3:5点、 2点以下．0点

(V)地域連携活動

地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等
での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、 その結果をイン
ターネット等により公表している 10 

点
1事例以上ある場合：10点

゜

(VI)経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計画の
提出を求められているが、指定された期日までに提出している。 ゜

点
期限内に提出していない場合：ー50点

。

(Vil)利用者の知識・能力向上

前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及び能
カの向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した
報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表し
ている。

゜

点
1事例以上ある湯合'10点

(※) 8項目の合計点に応じた点数

項目
労働時閻
生産活動
多様な働き方
支援力向上

30点
20点

40点
40点

55点
50点

80点 90点
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165 
点一 /200点

10点


